
プロポーザル方式による評価結果の公表 

 

粕屋町プロポーザル方式実施要綱第 20条の規定により、粕屋町旧庁舎跡地有効活用事業者

募集プロポーザルについての評価結果を次のとおり公表する。 

 

【粕屋町旧庁舎跡地有効活用事業者募集】 

提案事業者 総評点数 評価結果 特定 

Ａ社 

100点 

57.38点  

Ｂ社 48.61点  

Ｃ社 69.84点  

（株）セブン‐イレブン・ジャパン 75.23点 〇 

Ｅ社 56.30点  

Ｆ社 64.69点  

 

 

粕屋町旧庁舎跡地有効活用事業者 

 

特定者 株式会社 セブン‐イレブン・ジャパン 

 

 

 

令和４年８月１６日 

粕屋町長 箱田 彰 


